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大隅地域入退院支援ルール手引き 

～医療・介護のスムーズな連携のために～ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

入退院支援ルールとは，要支援・要介護状態等にある患者が円滑に入退院で

きるよう，医療と介護の関係者間で，患者の必要な情報を引き継ぐ手順です。 

このルールに沿って連携することで，患者に適切で切れ目のない支援を行

うことを目的としています。 





はじめに 
 

高齢者等が安心して住み慣れた地域で望む暮らしができるように医
療・介護の切れ目のない支援体制を作ることが求められています。 

大隅地域では，医療と介護の関係者が連携して，入院患者の円滑な
在宅等への移行を図り，より充実した支援に必要な情報を医療従事者
と介護支援専門員（以下，ケアマネと記載する）等の間で着実に引き継
ぐために，平成 30 年１月末に「大隅地域入退院支援ルール」を開始し
ました。 

 
＜平成 30 年５月＞  入院時情報提供 ＜令和５年６月＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜平成 30 年５月＞  退院時情報提供 ＜令和５年６月＞ 
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１ 対象者 
 

（１） 入退院支援ルールを活用して支援する対象者 
 

ア 入院前にケアマネ等がいる患者（介護保険サービス等を利用している患者） 
イ 入院前にケアマネ等がいない患者（介護保険サービス等を利用していない患者） 

かつ，病院担当者が「退院支援が必要」と判断した患者（P５） 
 

（２） 入退院支援ルールを活用する医療・介護従事者 
 

ア 居宅介護支援事業所のケアマネ（P18～21） 
イ 地域包括支援センターのケアマネ等（P22） 
ウ 看護小規模多機能居宅介護，小規模多機能居宅介護のケアマネ 

（Ｐ23～24） 
エ 大隅地域入退院支援ルールに参加している医療機関の病棟及び地域連携室等 

の入退院支援担当者（以下，病院担当者と記載）（P26～28） 
 

 
 
２ 支援の手順 

（フロー図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

患者が入院してきたら，介護保険証を確認する 

本人及び家族に介護保険サービス利用について確認する 

確認できた患者 確認できない患者 

Ａ【入院前にケアマネ等がい

る患者（介護保険サービスを

利用している患者）】の場合 

（Ｐ２へ） 

Ｂ【入院前にケアマネ等がいない患者

（退院後，介護保険サービスの利用

が必要と考えられる患者）】の場合 

（Ｐ５へ） 

行政に確認する（Ｐ３「照会の仕方」へ） 

介護サービスを 

利用していない場合 

介護サービスを 

利用している場合 

参考：Ｐ12 

病院担当者 

病院担当者 
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（１）入院前及び入院時の情報の共有 
 

ア 担当ケアマネ等がいる場合  
 

ケアマネ等は，本人・家族等から入院したことを把握したら，速やかに医療機関に
連絡をするとともに「様式１入院時情報提供シート」を提供する。 

※提供方法：持参，FAX，メール，郵送のいずれかにより提供（医療機関の FAX 番
号，メールアドレス，住所等は P26～28 に掲載） （イメージ図 A①，②） 

 
急な入院等でケアマネ等からの連絡が来ない場合，病院担当者は，介護保険証

等で担当ケアマネ等を確認し，患者が入院したことを速やかに電話で連絡をする。 
（イメージ図 A○ア ，○イ ） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  （イメージ図 A） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A【入院前にケアマネ等がいる患者（介護保険サービスを利用している患者）】の場合 

～ケアマネ等が，利用者の入院情報を速やかに把握するための工夫例～ 

  入院するときには，必ずケアマネに連絡するよう利用者や家族等に伝えて

おく。 

  ケアマネの連絡先が分かるように，利用者の介護保険証やお薬手帳と一

緒に名刺（連絡先が記載されているもの）を保管してもらう。 

  介護保険証と医療保険証を同じ所に入れておくよう伝えておく。 

①入院時連絡 

○ア 入院時連絡 

 

入院 

病院担当者 

担当ケアマネ等 

②入院時の情報提供 

○イ わかりました。 

情報提供シートを持参

しますね。 

※介護保険証等で担当ケアマネ等を確認 

○ア 介護保険を利用している，○○さ

んが入院しました。 

入院期間は△日の予定です。 

 

本人・家族等 
在宅等 

②私の担当している○○さんが入院した

ので情報提供シートを持参しますね。 

①○月○日から○○

病院に入院すること

になりました。 

○イ 入院時の情報提供 

担当ケアマネ等 
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イ 担当ケアマネがわからない場合 
 
救急搬送された患者等で，退院後円滑に在宅へ移行するためにケアマネ等によ

る支援が必要と判断され，要介護認定等に係る情報を得ることができない場合
（例：患者が要介護認定等についての認識がなく，併せて単身者で家族等への確
認もできない場合）に，病院担当者は以下に沿って市町に要介護認定情報を照会
する。 

 
照会の仕方 
 
【照会方法】 

a 病院担当者は，別表（P25）を確認の上，市町介護保険担当課，地域包括支援 
センターへ電話で問い合わせる。問い合わせる際は，「大隅地域入退院支援ル
ールに基づく照会である」ことを伝える。 

b 市町介護保険担当課等は，「病院の窓口一覧」（P26～28）の「窓口」の欄に記 
載のある電話番号に架電し，照会してきた者が入退院支援ルールに参加して
いる病院等の病院担当者であることを確認後，必要な情報を提供する。 

 
【提供できる内容】 

a 要介護認定の有無 
b 要介護認定を受けている場合，契約している居宅介護支援事業所，小規模多 

機能居宅介護，看護小規模多機能居宅介護の事業所名 
（現在，利用しているか否かは事業所へ確認が必要） 

 
 

 （イメージ図 B） 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

担当ケアマネ等 
入院 

病院担当者 
市町介護保険担当課等 ①要介護認定情報の照会 

②入退院支援ルール参加病院

等の病院担当者であることを

確認後，必要な情報を提供 

②○○さんは要介護認定を受けており， 

利用している事業所は○○事業所です。 

①大隅地域入退院支援ルールに基づく

照会です。入院してきた○○さんの要

介護認定情報がわからないので，①要

介護認定の有無，②契約している居宅

介護支援事業所名を教えてください。 

 

本人・家族等 
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（２）退院支援の開始 
 

    病院担当者は，退院の目処がたったら概ね７日前までにケアマネ等に退院支援に関す
る連絡を行う。 

（連絡事項） 
・退院予定日の連絡 
・退院前カンファレンスの日程調整 
・その他 
 

 

※ ケアマネ等は，病院担当者からの連絡を待つだけでなく，入院時情報提供を行った 

病院担当者へ退院支援の連絡を行う。 

      

※他院へ転院する場合の対応について 

a 転院元の病院担当者は，転院が決まり次第，速やかにケアマネ等に連絡する。 

  （連絡する内容：転院先医療機関名及び転院の理由，本人の状態） 

 

b 転院元の病院担当者は，転院先の医療機関へ，ケアマネ等から提出された入院時 

情報提供シートの写しを提供するか，もしくは退院時看護サマリーの中に入院時情 

報提供シートの内容を付記して提供する。併せて，ケアマネ等の氏名，連絡先等に 

ついても情報提供する。 

 

c ケアマネ等は，転院を把握した場合，転院先の医療機関との情報共有を図る。 

 

 

※検査のための短期入院についての取り扱い 

    入院時情報提供シートの必要性について，ケアマネ等と病院担当者で双方協議の上，

明らかに ADL が低下した場合等必要に応じて入院時情報提供シートを送付する。 

 

Ｐ８【AB 共通】へ 
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B【入院前にケアマネ等がいない患者（退院後，介護保険サービスの利用が必要と 

考えられる患者）】の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 介護サービス利用が必要な患者の判断 

ア 65 歳以上の患者 

 ① 立ち上がりや歩行，食事・内服，排泄，入浴等に介助が必要 

 ② 認知症状や精神症状，全般的な理解の低下がある。 

 ③ 在宅では独居かそれに近い状態（家族がいても高齢，疾患等で介護力が乏しい

等）で，調理や掃除など身の回りのことに介助が必要 

 ④ 見守りが必要で，放っておくと介助が必要な状態になる恐れがある。 

 ⑤ がん末期で介護保険サービス利用が必要，新たに医療処置（経管栄養，吸引等）

が追加された 

イ 40 歳以上 65 歳未満の患者 

  下記の介護保険の対象となる特定の疾病，かつ，上記「ア 65 歳以上の患者」の 

状態に当てはまる場合 

 
【介護保険の対象となる疾病】（40 歳以上 65 歳未満） 
① がん末期※※ 

② 関節リウマチ 
③ 筋萎縮性側索硬化症 
④ 後縦靭帯骨化症 
⑤ 骨折を伴う骨粗しょう症 
⑥ 初老期における認知症 
⑦ 進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
⑧ 脊髄小脳変性症 
⑨ 脊柱管狭窄症 
⑩ 早老症 
⑪ 多系統萎縮症 
⑫ 糖尿病性神経障害，糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
⑬ 脳血管疾患 
⑭ 閉塞性動脈硬化症 
⑮ 慢性閉塞性肺疾患 
⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 
※※がん末期の方の申請は，早急な対応が必要となるため，窓口で伝えるように申請者へ知らせる 
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（ア）要支援相当 （ウ）判断に迷う場合 （イ）要介護相当 

（２） 介護サービス利用が必要な方への退院支援の開始 

 

退院後，介護保険サービスの利用が必要と判断される患者について，家族等による本

人の介護保険申請と並行して，病院担当者は，下記の（ア）（イ）（ウ）のパターンでケアマ

ネ等を決定するための支援を行う。（P７イメージ図 C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜病院担当者から地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に 

連絡する内容＞ 

・退院予定日の連絡 

・退院前カンファレンスの日程調整 

・その他（患者の経過及び現在の状態） 

      （要介護相当か要支援相当か状態を把握するための ADL，疾患名，治療状況， 

入院中の状況（認知機能）） 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜判断基準＞ 

・見守りが必要な者  

・現在の状態のまま何の

支援も受けないと，介助が

必要な状態になる恐れの

ある者 

＜判断基準＞ 

・立ち上がりや歩行，食事，

排泄に介助が必要な状態 

・認知機能が低下している

者 

住 所 地 の 地 域 包 括支 援 セ ン タ ー

（P22）に連絡をする。 

住所地等の居宅介護支援事

業所（P18～21，23，24）に連

絡をする。（本人，家族の希

望を確認する。） 
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（イメージ図 C） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P８【AB 共通】へ 

病院担当者 

入院 

市町役場 

要介護認定申請 

 

退院 

③要介護相当の状態なので 

本人，家族の希望を確認し

て，居宅介護支援事業所に 

連絡しよう。 

（P18～21，23，24） 

①○○さん，病状が安定

して退院できそうだけ

ど，立ち上がりや歩行，

食事・内服，排泄，入浴

等に介助が必要そう。 

①○○さん，病状が安定して退院で

きそうだけど，何らかの見守りが必

要そう。 

②介護保険の申請を本人・御家族に勧めよう。 

③要支援相当の状態なので 

地域包括支援センターに連絡しよう。（P22） 

家族 
病院担当者 

（ウ）判断

に迷う場合 

＜ケアマネ等に連絡する内容＞ 

・退院予定日の連絡 

・退院前カンファレンスの日程調整 

・その他（患者の経過及び現在の状態） 

 ADL，疾患名，治療状況，入院中の状況（認知機能）等 

（ア）要支援相当 

地域包括支援センター 

に連絡するパターン 

（イ）要介護相当 

居宅介護支援事業所 

に連絡するパターン 
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【AB 共通】（P9 イメージ図 D） 
 
（３） 退院支援の手順 

 
ア 退院前の情報収集 

 

病院担当者は，退院支援情報共有シートに記入し，ケアマネ等にシートを渡して 

情報を共有する。 

※看護サマリーに退院支援情報共有シートの内容が包含される場合等は，病院担

当者がシートの情報の項目を看護サマリー等にマーキングしておき，退院前カンフ

ァレンス等においてケアマネ等と情報を共有する。 

 
イ 退院前カンファレンス 

 
病院担当者は，必要に応じ，本人（家族）を交えて，看護職員，理学療法士，作業療

法士，言語聴覚士，栄養士等と在宅での必要なサービスについて確認し，ケアマネ等へ
引き継ぐ。 
※ 必要に応じて２回目以降の退院前カンファレンスを行う。 

 
 
 
 
  

ウ 退院時の支援・調整にかかる介護報酬・診療報酬加算 

 

     必要に応じ，病院担当者とケアマネ等において，退院時の調整，支援等を行い， 

下記加算の要件を確認の上，算定する。 

P13「４ 医療介護連携にかかる主な介護報酬・診療報酬加算」参照 

 ・診療報酬(病院側) ： 退院時共同指導料２ 

 ・介護報酬(ケアマネ側) ： 退院・退所加算 

 

エ 退院時看護サマリーの提供 

 

病院担当者は，退院時看護サマリー（退院後に想定される看護・介護の問題や最終

排便日・入浴日，服薬内容）をケアマネ等に提供する。 

※ 各施設の様式を使用 

  

オ 退院後の情報共有 

 

ケアマネ等は，病院担当者と協議の上，必要に応じて退院後にケアプランの写しを病
院担当者に提供する。 

 
 
 

この入退院支援ルールを活用して，ケアマネ等多職種が参加する退院前カンファレンス

（面談）を推進しましょう。 
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（イメージ図 D） 
 

【アセスメント】退院後の住居，家族

支援の状況確認，本人家族の生活

上の課題・ニーズの把握 

必要に応じて退院後にケアプラン

の写しを提供 

 

医療機関（病院担当者） ケアマネ等 入院中 

退院 

退院支援情報共有シートに記入し，

ケアマネ等に提供。（看護サマリー

に情報共有シートの内容が包含さ

れる場合等は，看護サマリーの提供

でも可） 

ウ 退院時の支援・調整にかかる介護報酬・診療報酬加算 

オ 退院後の情報共有 

面談（本人・家族） 

ケアプラン原案作成 

サービス提供開始 

必要に応じ，本人（家族）を交えて，看護

職員，理学療法士，作業療法士，言語聴

覚士，栄養士等と在宅での必要なサービ

スについて確認し，ケアマネ等へ引き継ぐ 

イ 退院前カンファレンス 

・事業所の選定 

・事業所へ利用者情報の提供 

サービス事業所との調整 

看護・介護の引継ぎ書（退院後に想定

される看護・介護の問題や最終排便

日・入浴日，服薬内容）を提供 

※各施設の様式を使用 

エ 退院時看護サマリーの提供 
サービス事業所間で目標・課題を

共有，事業所の役割分担を確認 

サービス担当者会議 

【課題分析】身体機能の低下の状況，

要因の分析，生活機能の予後予測 

ア 退院前の情報収集 

-9-



１ 介護保険申請の手続き 

(１) 65 歳以上の患者 

 介護保険の申請を希望する場合，患者が下記の状態であった場合は，家族等※が介護
保険証等を持って市町村の担当課へ介護保険申請の手続きに行く。 

※被保険者本人，被保険者家族，成年後見人等のほか，地域包括支援センター，省令で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業

者，地域密着型介護老人福祉施設もしくは介護保険施設，社会保険労務士等による代行申請も可。 

 
(２) 40 歳以上 65 歳未満の患者 
 介護保険の対象となる特定の疾病（下記の【介護保険の対象となる疾病】参照）で上記
の状態であった場合は，家族などが医療保険証を持って市町村の担当課へ介護保険申
請の手続きに行くように説明する。 

 

【介護保険申請の目安】 

① 立ち上がりや歩行などに介助が必要な方 
② 食事に介助が必要な方 
③ 排泄に介助が必要な方 
④ ポータブルトイレを使用中の方 
⑤ 認知症の周辺症状や全般的な理解の低下がある方 
⑥ 在宅では，独居かそれに近い状態で，調理や掃除など身の回りの周辺動作に介助が必要な方  
⑦ （ADL は自立でも）がん末期の方※※ 
⑧ （ADL は自立でも）新たに医療処置（経管栄養，吸引など）が追加された方 

 
【介護保険の対象となる疾病】（40 歳以上 65 歳未満） 

① がん末期※※ 

② 関節リウマチ 
③ 筋萎縮性側索硬化症 
④ 後縦靭帯骨化症 
⑤ 骨折を伴う骨粗しょう症 
⑥ 初老期における認知症 
⑦ 進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
⑧ 脊髄小脳変性症 
⑨ 脊柱管狭窄症 
⑩ 早老症 
⑪ 多系統萎縮症 
⑫ 糖尿病性神経障害，糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
⑬ 脳血管疾患 
⑭ 閉塞性動脈硬化症 
⑮ 慢性閉塞性肺疾患 
⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 
※※がん末期の方の申請は，早急な対応が必要となるため，窓口で伝えるように申請者へ知らせる 
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２ 認定までの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定までに 
約 1 か月かかります！ 

・介護医療院 
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３ 指定居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの違い 

 
 

 
指定居宅介護支援事業所 地域包括支援センター 

（指定介護予防支援事業所） 
法的根拠 介護保険法第 46 条第 1 項 介護保険法第 58 条第 1 項 

主たる 
業務内容 

要介護者（介護給付）のケアプラン作成に

係る一連のマネジメント業務 
介護予防ケアマネジメント業務の受託 

・介護予防のマネジメント 
・地域の高齢者等からの相談，助言， 

関係機関との調整 
・処遇困難事例等に対する支援 

人員基準 主任ケアマネ，ケアマネ  主任ケアマネ，社会福祉士，保健師等 
ケアプラン

作成の対

象者 

要介護１～５ 
※地域包括支援センターから委託されて

いる場合のみ事業対象者，要支援１，２ 

要支援１，２ 
事業対象者 

マネジメン

ト業務 
【要介護１～５】 
①アセスメント 
②ケアプラン原案作成 
③サービス担当者会議等の開催 

（ケアプランの決定） 
④介護サービス利用に伴う毎月のモニタ

リング（支援の調整またはケアプラン変

更） 
⑤要介護認定更新に係る援助 

【要支援１,２，事業対象者】 

①アセスメント 
②介護予防ケアプラン原案作成 
③サービス担当者（総合事業サービス 

担当者）会議等の開催 
（介護予防ケアプランの決定） 

④介護予防サービス（総合事業サービス） 
の利用に伴うモニタリング（支援の調整ま

たはケアプラン変更） 
⑤介護予防プログラム終了後，効果評価 
⑥要介護認定更新に係る援助  

ケアマネ等

の役割 
ケアプランを策定し，適正なサービスの提供及び給付管理を行う 
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４ 医療介護連携にかかる主な介護報酬・診療報酬加算 

 
 
 
 
 
                                （介護予防支援の場合は算定対象とならない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※算定にあたっては，各病院，各介護事業所で，算定要件，施設基準等を 
確認してください。 

入院 診療報酬（病院側） 介護報酬（ケアマネ側） 

入退院支援加算 

介護支援連携指導料 

退院時共同指導料２ 

入院時情報連携加算 

Ⅰ：２５０単位  ※入院した日のうちに 

Ⅱ：２００単位  ※入院した日の翌日又は翌々日に 

 ４００点 

４００点 

退院・退所加算 

退院・退所加算 

退院・退所加算 

連携１回：カンファレンス参加有 ６００単位 

       カンファレンス参加無 ４５０単位 

※入院中１回（医師等からの要請により退

院に向けた調整を行うための面談等に参

加し，必要な情報を得た上で，居宅サービ

ス計画を作成し，サービス利用調整を行っ

た場合を含む）のみ算定できる。 

※面談は，テレビ電話等を活用して行うこ

とができる。 

 退院 

※介護支援専門員と連携し，退院後のケアプ 

ランの作成につなげることを評価するもの 

※入院中２回に限り算定 

※指導の内容を踏まえ，作成されたケアプラン

等の写しを診療録等に添付する。 

※原則，入院中１回に限り算定 

※在宅担当医と共同は３００点加算 

※在宅スタッフ３者以上と共同は， 

２０００点加算 

※入院後３日以内に退院支援の必要性を判断 

※入院後７日以内に退院支援計画書を作成 

 
※利用者１人につき１月に１回を限度 

連携２回：カンファレンス１回以上参加有 ７５０単位 

       カンファレンス参加無 ６００単位 

連携３回：カンファレンス１回以上参加有 ９００単位 

通院時情報連携加算 

５０単位 ※利用者１人につき１月に１回を限度 

診療報酬：令和６年６月時点 

介護報酬：令和６年４月時点 

加算１：一般病棟 ７００点 

加算２：一般病棟 １９０点 

退院前訪問指導料 

５８０点 

※入院中１回に限り算定 

※入院後早期に退院に向けた訪問指導の必

要性を認めて訪問指導を行い、かつ在宅療

養に向けた最終調整を目的として再度訪問

指導を行う場合に限り、指導の実施日にかか

わらず退院日に２回分を算定する。 
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令和 年 月 日

年 月 日 歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

　

　 ）

　

　

キー
パー
ソン

同居
の

有無

明・大・昭
年
齢

家族の
介護力

　留意点等：

　（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（   　   　　回/週） （   　　   　回/週）

同居家族の認知症の有無

主：主介護者
☆：キーパーソン
○：女性
□：男性

様式１　入院時情報提供シート

事 業 所 名 電 話 番 号

担 当 者 名 ＦＡＸ 番 号

月

氏
名

生年
月日

住
所

緊
急
時
連
絡
先

氏 　名 続 柄

男　　・　　女
性
別

連
絡
先

　（   　   　　回/週） （   　   　　回/週） 　（   　   　　回/週）

住　　 所 電話番号

要介護度
　
　

指定難病
受給者証

障害者手帳
生活保護の

受給

　（   　   　　回/週）

家族構成図 住環境

在宅
主治医

医療機関名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　℡：

主な既往歴

（入院歴・通院歴・治癒・手術の状況等）

（疾患名：

サービス利用状況（　　　　　年　　　月　　　日　現在　）

（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　                         　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

手すり一戸建て 集合住宅（ 階建て 階 ・ 有料老人ホーム ・ サ高住） 有

有

未申請 申請中 区分変更中

要支援 要介護 総合事業対象者

有無

身体 知的 精神 有無

無

無

無 有

無 有

訪問介護 訪問看護 通所介護 通所リハビリ

訪問リハ 短期入所 福祉用具貸与

住宅改修 その他

認定日： 年 月 日 有効期間： 年 月 日～ 年 月 日

（ ） （ ）

（程度： ） （担当ＣＷ名： ）

居宅療養管理指導 （ ）医師 歯科医師 薬剤師 管理栄養士 歯科衛生士

階段・段差： （ ）改修済 改修予定 未改修 改修不要
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                特記事項（ )

　特記事項：

　義歯装着： 特記事項（ )

　主食：

　水分摂取制限： (水分摂取量：1日 ｍｌ） 塩分摂取制限：

アレルギー： ( )

) 嚥下・咀嚼状況（留意点）:

）

　場所： 　特記事項（ ）

（程度： ）

　　

）

◆介護を行っていて気になること（家族と当事者間の関係等）

◆連絡事項・その他

年 月　　日 医療機関名： 氏名

◆生活歴，望む暮らし，生活で大事にしていること

 特記事項：

　摂取方法：

　この情報を提供することについて、ご本人またはご家族から同意をいただいています。
　上記利用者の入院にあたり，情報提供を受けました。

療養上
の問題

医療
処置等  処置の頻度（

職名

家族での対応：

　　　患者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　 記載日：令和　　　　年　　　月　　　日　　　　

食への意欲：　とろみ剤使用：

日現在）

　移乗
　方法

　口腔
　清潔

ＡＤＬ
自
立

見
守
り

一
部
介
助

全
介
助

　移動
　方法

在宅での様子 年（ 月

　食事

                                      (

　副食：

内服薬： かかりつけ薬局：　

服薬
管理 管理：

服薬状況：

　特記事項：

　入浴

　排泄

　更衣

　入浴の制限：

かかりつけ薬局名（　　　　　　　　　薬局）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車いす 杖使用 歩行器使用 装具・補助具使用

有（

米飯 軟飯 全粥 ミキサー

総義歯 部分 上顎 下顎）無

無 有 無 有

はし スプーン その他(

無 有（ 浴槽 シャワー浴 清拭 その他

トイレ ポータブル 尿器 リハビリパンツ オムツ

無 有

無

有（ 幻視・幻聴 興奮 不穏 妄想 暴力 介護への抵抗 昼夜逆転 不眠 危険行為 不潔行為

意思疎通困難 徘徊

無

有 （ 人工呼吸器 在宅酸素療法 インスリン ＢＳ測定 中心静脈栄養 ペースメーカー バルーンカテーテル

ストマ（人工肛門・人工膀胱） 気管切開 喀痰吸引 胃ろう 褥瘡 その他

可 不可

認知

有 無

普通食 治療食 kcal 糖尿病食 高血圧食 腎臓病食 その他） 経管栄養

通常 軟菜 一口大 刻み 極小きざみ ミキサー（ とろみ付） ソフト食 （摂取量 割）

無 有 無 有

（摂取量 割）

（塩分摂取量：1日 ｇ）

自己管理 他者による管理

処方どおり服用 時々飲み忘れあり 飲み忘れが多い

無 有
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担当ケアマネ ）

年 月 日 歳 男 ・ 女

) 同居家族の認知症の有無： )

)

℡：

年 月 日

年 月 日 有効期間： 年 月 年 月 日

) )

年 月 日

入院日： 年 月 日～  )

年 月 日

面談参加者 　

家族の
介護力

入院の原因となった病名・状態像 　在宅主治医

電話番号

生年
月日

年
齢

明・大・昭

医療機関
名：

（留意点等： 　（程度：

　（問題点：

様式２　　退院支援情報共有シート

医療機関名 電 話 番 号

性
別

住
所

　
連
絡
先

面談日時 令和　　年　　月　　日　　　　　　：　　　　～　　　　：　 場所 　

氏
名

担 当 者 名 ＦＡＸ 番 号

（

医療機関の連絡窓口（所属） （　　　　　　　　　　　　）

理解の状況：

障害者手帳
生活保護の

受給

本院
（主治医：

　
　認定日：

家族への介護指導：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

体重

退院後
受診機関

指定難病
受給者証

　　　　　　　（疾患名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後予想される状況と退院後継続注意事項
身長

（程度： （担当CW名：

 ・在宅医・その他（
)

）　次回受診
    予定：

緊
急
時
連
絡
先

氏 　名 続 柄
キー

パーソ
ン

同居の
有無 住　　 所

　 　 　

退院
（予定）日：

要介護度

注意事項：

記録日：

cm kg

入院期間

◆医療機関からの患者・家族への病状の説明内容と患者・家族の受け止め方，患者・家族の今後の希望

( )

無 有 無 有

無 有 十分 不十分

有無

身体 知的 精神 有無

尿失禁 転倒・骨折 移動能力の低下 褥瘡 心肺機能の低下 閉じこもり 意欲低下

徘徊 低栄養 摂食・嚥下機能低下 脱水 易感染性 がん等による疼痛

その他(

未申請 申請中 区分変更中 要支援 要介護 総合事業対象者( )
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）

）

　義歯装着： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　 ）

　水分摂取制限：　　　　　　　      ｍｌ）　  塩分摂取制限： （ g）

　　

（ ）

外用薬： 　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

◆リハビリ目標及び内容，頻度，運動制限（リハビリから確認）

　　　患者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　 記載日：令和　　　　年　　　月　　　日　　　　

内服薬： 　

管理：

服薬状況：

　副食：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

　とろみ剤使用：　                       アレルギー：                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　摂取方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

移動
方法

移乗
方法

特記事項（

　特記事項（

ＡＤＬ
自
立

見
守
り

一
部
介
助

全
介
助

病棟での様子 （特記事項に具体的に記載してください）
(   　　 　年 　　 月　　　日)　時点

嚥下・咀嚼状況
（留意点）

口腔
清潔

食事

                                      (

　主食：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 

  　特記事項
（

 (水分摂取量：1日

　この様式は，医療機関担当者と介護支援専門員が情報共有を行うためのものであり，ご本人・ご家族へ提供することを想定していません。

療養上
の問題

医療
処置等

　　

更衣

入浴

排泄

◆看護を行っていて気になったこと（入院中のエピソード，家族と当事者間の言動等）

◆連絡事項・その他

　程度：　

特記事項

　場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特記事項

　入浴の制限：

服薬
管理

食への意欲：（

無

車いす 杖使用 歩行器使用 装具・補助具使用

総義歯有（ 部分 上顎 下顎）

米飯 軟飯 全粥 ミキサー

通常 軟菜 一口大 刻み 極小きざみ ミキサー（ とろみ付） ソフト食

無

無 有 無 有

はし スプーン その他

無 有（ 浴槽 シャワー浴 清拭 その他

トイレ ポータブル 尿器 リハビリパンツ オムツ

有 無

有（ 幻視・幻聴 興奮 不穏 妄想 暴力 介護への抵抗 昼夜逆転 不眠 危険行為

不潔行為 意思疎通困難 徘徊 認知

無

胃ろう

有（ 人工呼吸器 在宅酸素療法 インスリン ＢＳ測定 中心静脈栄養 ペースメーカー バルーンカテーテル

ストマ（人工肛門・人工膀胱） 気管切開 喀痰吸引 褥瘡 その他

普通食 治療食 kcal 糖尿病食 高血圧食 腎臓病食 その他） 経管栄養

（摂取量 割）

（摂取量 割）

無 有 無 有

無 有

自己管理 他者による管理（ ）

処方どおり服用 時々飲み忘れあり 飲み忘れが多い

無 有 軟膏貼付 点眼 吸入 その他（ ）
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５ 各市町の相談窓口 
 

 入退院支援ルールについての相談窓口 要介護認定情報の照会先 

 ○大隅地域振興局保健福祉環境部 

（鹿屋保健所）健康企画課 

電話:0994-52-2105 

 

鹿

屋

市 

○鹿屋市地域包括支援センター 

   電話:0994-45-6969 

○鹿屋市高齢福祉課 

   電話: 0994-31-1116 

垂

水

市 

○垂水市地域包括支援センター 

   電話:0994-32-5111 

○垂水市福祉課介護保険係 

   電話: 0994-32-1115 

東

串

良

町 

○東串良町地域包括支援センター 

   電話:0994-63-0930 

○東串良町役場 福祉課 介護保険係 

   電話:0994-63-3103 

錦

江

町 

○錦江町地域包括支援センター 

  電話:0994-22-3030 

 

○錦江町役場介護福祉課介護チーム 

   電話:0994-22-3043 

 

南

大

隅

町 

○南大隅町地域包括支援センター 

電話: 0994-28-1333 

 

○南大隅町介護福祉課 

   電話: 0994-24-3126 

肝

付

町 

○肝付町地域包括支援センター 

  電話:0994-65-8419 

○肝付町役場 福祉課 介護保険係  

   電話:0994-65-8413 

曽

於

市 

○曽於市福祉介護課 

  電話:0986-76-8807 

○曽於市福祉介護課 

   電話:0986-76-8807 

志

布

志

市 

〇志布志市地域包括支援センター 

  電話:099-472-1111（内線 880） 

○志布志市健康長寿課 

  電話:099-472-1111（内線 260） 

○志布志市健康長寿課 

   電話:099-472-1111（内線 260） 

大

崎

町 

○大崎町保健福祉課介護福祉係 

  電話:099-476-1111（内線 144） 

○大崎町地域包括支援センター 

  電話：099-471-7828 

○大崎町保健福祉課介護福祉係 

   電話: 099-476-1111（内線 143・144） 
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項目 改訂の内容
手引き
ページ

改訂年月

1
情報提供シートの提供方法について
・“原則持参”の表現は削除し，提供方法として，“持参”を追記

2

2

担当ケアマネがわからない場合の市町への照会について
・【照会方法】　aに，
　問い合わせる際は，「大隅地域入退院支援ルールに基づく照
会である」ことを伝える，旨の記載を追記

3

3 介護報酬加算における入院時情報連携加算の改訂による変更 13

4
「様式１入院時情報提供シート」の住環境の欄に有料老人ホー
ムとサービス付き高齢者住宅を追記

14

5 受け取り時間を削除 15 令和８年２月

令和７年２月

改訂項目一覧


